
本電子媒体（PDF）は原本
と相違ない。 
令和5年1月27日 
厚生労働省年金局 

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律の施行状況に関する報告

令和５年１月
（第30回）



厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成19年法律

第131号）第15条の規定に基づき、地方年金記録訂正審議会が年金記録の訂正の答申

を行ったもの等についての同法の施行状況に関して政府が報告するものであり、平成

20年７月から行っているものであって、今回で30回目の報告である。
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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の

施行状況に関する報告

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成19年法

律第131号。以下「厚年特例法」という。）第15条の規定に基づき、平成27年４月

１日から令和４年９月30日までに地方年金記録訂正審議会から地方厚生（支）局

長に対して、厚生年金特例法第１条第１項に規定する場合に該当するとの意見が

あったもの及び同条第２項の規定により年金事務所において年金記録の訂正が可

能と判断したもの並びに政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等

の一部を改正する法律（平成26年法律第64号）による改正前の厚年特例法第15条

の規定に基づき、平成19年６月22日から平成27年３月31日までに総務大臣から厚

生労働大臣（平成21年12月31日までは社会保険庁長官。以下同じ。）に対して、

年金記録の訂正のあっせんが行われたもの及び包括的意見に基づき年金事務所に

おいて年金記録の訂正が可能と判断したものについての令和４年11月10日時点の

厚年特例法の施行状況に関して、下記のとおり報告いたします。

記

Ⅰ 平成27年４月１日から令和４年９月30日までに地方年金記録訂正審議会が年

金記録の訂正の答申を行ったもの及び年金事務所において年金記録の訂正が可

能と判断したものについての状況

１ 地方年金記録訂正審議会の答申結果及び年金事務所の判断結果の概要

年金記録を訂正する必要があると認められた厚生年金保険関係の件数【ａ】

・・・・30,650件

（【ａ】の内訳は、地方年金記録訂正審議会の答申結果によるものが5,916件、年金事務所の判断結果

によるものが24,734件）

（１）厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）に係る年金記録の訂正の答申件数

【ｂ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,043件

① 上記答申のうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したと認められ

る事案【ｃ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２件

② 上記答申のうち、保険料徴収権の時効消滅前に事業主から資格取得等の

届出があったと認められる事案【ｄ】・・・・・・・・・・・・・・485件

③ 上記答申のうち、脱退手当金を受給していなかったと認められる事案

・・・・15件

④ 上記答申のうち、①から③までのいずれにも該当しない事案【ｅ】

・・・1,575件
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（２）厚年特例法第１条第１項に係る年金記録の訂正の答申件数【ｆ】・4,536件

① 上記答申のうち、事業主が保険料を納付する義務を履行しなかったと認

められる事案【ｇ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,028件

② 上記答申のうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したかどうか明

らかでないと認められる事案【ｈ】・・・・・・・・・・・・・・1,686件

（３）厚年特例法第１条第２項の規定に基づき年金事務所において年金記録の訂

正が可能と判断した件数【ｉ】・・・・・・・・・・・・・・・・24,734件

① 上記判断のうち、事業主が保険料を納付する義務を履行しなかったと認

められる事案【ｊ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23,413件

② 上記判断のうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したかどうか明

らかでないと認められる事案【ｋ】・・・・・・・・・・・・・・1,388件

（注） 一つの答申が厚生年金保険法と厚年特例法の両法律に係るものが663件あり、当該答申については、

上記【ａ】においては１件と計上し、法律別の内訳（上記【ｂ】及び【ｆ】）においてはそれぞれに

１件ずつ計上している。

一つの答申が上記【ｃ】、【ｄ】及び【ｅ】の三つの事案に該当すると認められるものが１件あ

り、当該答申については、上記【ｂ】においては１件と計上し、上記【ｃ】、【ｄ】及び【ｅ】にお

いてはそれぞれに１件ずつ計上している。

一つの答申が上記【ｄ】及び【ｅ】の二つの事案に該当すると認められるものが32件あり、当該答

申については、上記【ｂ】においては１件と計上し、上記【ｄ】及び【ｅ】においてはそれぞれに１

件ずつ計上している。

一つの答申が上記【ｇ】及び【ｈ】の二つの事案に該当すると認められるものが178件あり、当該答

申については、上記【ｆ】においては１件と計上し、上記【ｇ】及び【ｈ】においてはそれぞれに１

件ずつ計上している。

一つの申立てにおける年金事務所において年金記録の訂正が可能と判断した件数が上記【ｊ】及び

【ｋ】の二つの事案に該当すると認められるものが67件あり、当該件数については、上記【ｉ】にお

いては１件と計上し、上記【ｊ】及び【ｋ】においてはそれぞれに１件ずつ計上している。

２ 厚生労働大臣が行った特例対象者に係る確認等の件数・・・・・・29,270件

３ 特例納付保険料の納付の状況等

（１）特例納付保険料の額の総額・・・・・・・・・・・・・・3,343,506,186円

（２）特例納付保険料の納付を勧奨した件数・・・・・・・・・・・・30,042件

（３）特例納付保険料を納付する旨の申出があった件数・・・・・・・26,362件

（４）特例納付保険料の納付の状況

① 特例納付保険料の納付が行われた件数・・・・・・・・・・・25,068件

② 納付が行われた特例納付保険料の額の総額・・・・・・2,597,522,645円

③ 特例納付保険料の納付が行われていない件数・・・・・・・・・4,202件

④ 納付が行われていない特例納付保険料の額の総額・・・・745,983,541円
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（５）納付する旨の申出のない事業主を公表した件数・・・・・・・・・1,322件

（６）上記（５）の公表をした後再び特例納付保険料の納付を勧奨した件数

・・・・・972件

４ 国が負担した特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額（以下「特

例納付保険料相当額」という。）の総額等

（１）特例納付保険料相当額を国が負担した件数・・・・・・・・・・・・845件

（２）国が負担した特例納付保険料相当額の総額・・・・・・・・356,656,451円

５ 厚生年金基金が行った特例対象加入員に係る確認等の件数・・・・・・815件

６ 未納掛金等の納付の状況等

（１）未納掛金等の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・14,625,701円

（２）未納掛金等の納付を勧奨した件数・・・・・・・・・・・・・・・・263件

（３）未納掛金等を納付する旨の申出があった件数・・・・・・・・・・・158件

（４）未納掛金等の納付の状況

① 未納掛金等の納付が行われた件数・・・・・・・・・・・・・・・130件

② 納付が行われた未納掛金等の額の総額・・・・・・・・・・5,297,003円

③ 未納掛金等の納付が行われていない件数・・・・・・・・・・・・133件

④ 納付が行われていない未納掛金等の額の総額・・・・・・・9,328,698円

（５）納付する旨の申出のない事業主を公表した件数・・・・・・・・・・１件

（６）上記（５）の公表をした後、再び未納掛金等の納付を勧奨した件数

・・・・１件

７ 政府が負担した特例対象加入員に係る未納掛金等の額に相当する額（以下

「未納掛金等相当額」という。）の総額等

（１）未納掛金等相当額を政府が負担した件数・・・・・・・・・・・・・１件

（２）政府が負担した未納掛金等相当額の総額・・・・・・・・・・・23,688円

８ 企業年金連合会が行った特例対象解散基金加入員に係る確認等の件数

・・・・78件

９ 特例掛金の納付の状況等

（１）特例掛金の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,056,021円

（２）特例掛金の納付を勧奨した件数・・・・・・・・・・・・・・・・・64件

（３）特例掛金を納付する旨の申出があった件数・・・・・・・・・・・・54件

（４）特例掛金の納付の状況

① 特例掛金の納付が行われた件数・・・・・・・・・・・・・・・・54件
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② 納付が行われた特例掛金の額の総額・・・・・・・・・・・・721,443円

③ 特例掛金の納付が行われていない件数・・・・・・・・・・・・・10件

④ 納付が行われていない特例掛金の額の総額・・・・・・・・・334,578円

（５）納付する旨の申出のない事業主を公表した件数・・・・・・・・・・０件

（６）上記（５）の公表をした後、再び特例掛金の納付を勧奨した件数

・・・・０件

10 政府が負担した特例対象解散基金加入員に係る特例掛金の額に相当する額

（以下「特例掛金相当額」という。）の総額等

（１）特例掛金相当額を政府が負担した件数・・・・・・・・・・・・・・０件

（２）政府が負担した特例掛金相当額の総額・・・・・・・・・・・・・・０円
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Ⅱ 令和４年４月１日から同年９月30日までに地方年金記録訂正審議会が年金記

録の訂正の答申を行ったもの及び年金事務所において年金記録の訂正が可能と

判断したものについての状況

１ 地方年金記録訂正審議会の答申結果及び年金事務所の判断結果の概要

年金記録を訂正する必要があると認められた厚生年金保険関係の件数【ａ】

・・・・1,670件

（【ａ】の内訳は、地方年金記録訂正審議会の答申結果によるものが296件、年金事務所の判断結果に

よるものが1,374件）

（１）厚生年金保険法に係る年金記録の訂正の答申件数【ｂ】・・・・・・116件

① 上記答申のうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したと認められ

る事案【ｃ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件

② 上記答申のうち、保険料徴収権の時効消滅前に事業主から資格取得等の

届出があったと認められる事案【ｄ】・・・・・・・・・・・・・・28件

③ 上記答申のうち、脱退手当金を受給していなかったと認められる事案

・・・・０件

④ 上記答申のうち、①から③までのいずれにも該当しない事案【ｅ】

・・・・90件

（２）厚年特例法第１条第１項に係る年金記録の訂正の答申件数【ｆ】・・239件

① 上記答申のうち、事業主が保険料を納付する義務を履行しなかったと認

められる事案【ｇ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・161件

② 上記答申のうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したかどうか明

らかでないと認められる事案【ｈ】・・・・・・・・・・・・・・・83件

（３）厚年特例法第１条第２項の規定に基づき年金事務所において年金記録の訂

正が可能と判断した件数【ｉ】・・・・・・・・・・・・・・・・・1,374件

① 上記判断のうち、事業主が保険料を納付する義務を履行しなかったと認

められる事案【ｊ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,326件

② 上記判断のうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したかどうか明

らかでないと認められる事案【ｋ】・・・・・・・・・・・・・・・49件

（注） 一つの答申が厚生年金保険法と厚年特例法の両法律に係るものが59件あり、当該答申については、

上記【ａ】においては１件と計上し、法律別の内訳（上記【ｂ】及び【ｆ】）においてはそれぞれに

１件ずつ計上している。

一つの答申が上記【ｄ】及び【ｅ】の二つの事案に該当すると認められるものが２件あり、当該答

申については、上記【ｂ】においては１件と計上し、上記【ｄ】及び【ｅ】においてはそれぞれに１

件ずつ計上している。

一つの答申が上記【ｇ】及び【ｈ】の二つの事案に該当すると認められるものが５件あり、当該答

申については、上記【ｆ】においては１件と計上し、上記【ｇ】及び【ｈ】においてはそれぞれに１

件ずつ計上している。

一つの申立てにおける年金事務所において年金記録の訂正が可能と判断した件数が上記【j】及び
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【k】の二つの事案に該当すると認められるものが１件あり、当該答申については、上記【i】におい

ては１件と計上し、上記【j】及び【k】においてはそれぞれに１件ずつ計上している。

２ 厚生労働大臣が行った特例対象者に係る確認等の件数・・・・・・・1,613件

３ 特例納付保険料の納付の状況等

（１）特例納付保険料の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・259,893,807円

（２）特例納付保険料の納付を勧奨した件数・・・・・・・・・・・・・1,575件

（３）特例納付保険料を納付する旨の申出があった件数・・・・・・・・1,437件

（４）特例納付保険料の納付の状況

① 特例納付保険料の納付が行われた件数・・・・・・・・・・・・1,185件

② 納付が行われた特例納付保険料の額の総額・・・・・・・160,696,168円

③ 特例納付保険料の納付が行われていない件数・・・・・・・・・・428件

④ 納付が行われていない特例納付保険料の額の総額・・・・99,197,639円

（５）納付する旨の申出のない事業主を公表した件数・・・・・・・・・・０件

（６）上記（５）の公表をした後再び特例納付保険料の納付を勧奨した件数

・・・・０件

４ 国が負担した特例対象者に係る特例納付保険料相当額の総額等

（１）特例納付保険料相当額を国が負担した件数・・・・・・・・・・・・０件

（２）国が負担した特例納付保険料相当額の総額・・・・・・・・・・・・０円

５ 厚生年金基金が行った特例対象加入員に係る確認等の件数・・・・・・26件

６ 未納掛金等の納付の状況等

（１）未納掛金等の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・51,948円

（２）未納掛金等の納付を勧奨した件数・・・・・・・・・・・・・・・・ 26件

（３）未納掛金等を納付する旨の申出があった件数・・・・・・・・・・・26件

（４）未納掛金等の納付の状況

① 未納掛金等の納付が行われた件数・・・・・・・・・・・・・・・０件

② 納付が行われた未納掛金等の額の総額・・・・・・・・・・・０円

③ 未納掛金等の納付が行われていない件数・・・・・・・・・・・・26件

④ 納付が行われていない未納掛金等の額の総額・・・・・・・51,948円

（５）納付する旨の申出のない事業主を公表した件数・・・・・・・・・・０件

（６）上記（５）の公表をした後、再び未納掛金等の納付を勧奨した件数

・・・・０件

７ 政府が負担した特例対象加入員に係る未納掛金等相当額の総額等
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（１）未納掛金等相当額を政府が負担した件数・・・・・・・・・・・・・０件

（２）政府が負担した未納掛金等相当額の総額・・・・・・・・・・・・・０円

８ 企業年金連合会が行った特例対象解散基金加入員に係る確認等の件数

・・・・０件

９ 特例掛金の納付の状況等

（１）特例掛金の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０円

（２）特例掛金の納付を勧奨した件数・・・・・・・・・・・・・・・・・０件

（３）特例掛金を納付する旨の申出があった件数・・・・・・・・・・・・０件

（４）特例掛金の納付の状況

① 特例掛金の納付が行われた件数・・・・・・・・・・・・・・・・０件

② 納付が行われた特例掛金の額の総額・・・・・・・・・・・・０円

③ 特例掛金の納付が行われていない件数・・・・・・・・・・・・・０件

④ 納付が行われていない特例掛金の額の総額・・・・・・・・・０円

（５）納付する旨の申出のない事業主を公表した件数・・・・・・・・・・０件

（６）上記（５）の公表をした後、再び特例掛金の納付を勧奨した件数

・・・・０件

10 政府が負担した特例対象解散基金加入員に係る特例掛金相当額の総額等

（１）特例掛金相当額を政府が負担した件数・・・・・・・・・・・・・・０件

（２）政府が負担した特例掛金相当額の総額・・・・・・・・・・・・・・０円
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Ⅲ 平成19年６月22日から平成27年３月31日までに年金記録の訂正のあっせんが

行われたもの及び包括的意見に基づき年金事務所において年金記録の訂正が可

能と判断したものについての状況

１ 年金記録確認中央第三者委員会及び年金記録確認地方第三者委員会における

調査審議の結果の概要

年金記録確認中央第三者委員会及び年金記録確認地方第三者委員会の意見に

より、年金記録を訂正する必要があると認められた厚生年金保険関係の件数

（年金記録の訂正のあっせんが行われた件数及び包括的意見に基づき年金事務

所において年金記録の訂正が可能と判断した件数）【ａ】・・・・・105,928件

（【ａ】の内訳はあっせんによるものが81,067件、包括的意見に基づくものが24,861件）

（１）厚生年金保険法に係る年金記録の訂正のあっせん件数【ｂ】

・・・・15,472件

① 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したと認め

られる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８件

② 上記あっせんのうち、保険料徴収権の時効消滅前に事業主から資格取得

等の届出があったと認められる事案【ｃ】・・・・・・・・・・12,485件

③ 上記あっせんのうち、脱退手当金を受給していなかったと認められる事

案【ｄ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,564件

④ 上記あっせんのうち、①から③までのいずれにも該当しない事案【ｅ】

・・・・487件

（２）厚年特例法に係る年金記録の訂正のあっせん件数及び包括的意見に基づき

年金事務所において年金記録の訂正が可能と判断した件数【ｆ】

・・・・92,538件

（【ｆ】の内訳はあっせんによるものが67,677件、包括的意見に基づくものが24,861件）

① 上記あっせん及び包括的意見に基づき年金事務所において年金記録の訂

正が可能と判断したもののうち、事業主が保険料を納付する義務を履行し

なかったと認められる事案【ｇ】・・・・・・・・・・・・・・80,239件

（【ｇ】の内訳はあっせんによるものが57,118件、包括的意見に基づくものが23,121件）

② 上記あっせん及び包括的意見に基づき年金事務所において年金記録の訂

正が可能と判断したもののうち、事業主が保険料を納付する義務を履行し

たかどうか明らかでないと認められる事案【ｈ】・・・・・・・13,480件

（【ｈ】の内訳はあっせんによるものが11,727件、包括的意見に基づくものが1,753件）

（注） 一つのあっせんが厚生年金保険法と厚年特例法の両法律に係るものが2,082件あり、当該あっせん

については、上記【ａ】においては１件と計上し、法律別の内訳（上記【ｂ】及び【ｆ】）において

はそれぞれに１件ずつ計上している。

上記【ｃ】、【ｄ】及び【ｅ】については、一つのあっせんが二つの事案に該当すると認められる

ものが72件あり、それぞれの事案に１件ずつ計上している。また、上記【ｇ】及び【ｈ】について

は、一つのあっせんが二つの事案に該当すると認められるものが1,168件あり、それぞれの事案に１
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件ずつ計上している。

一つの申立てにおける包括的意見が上記【ｇ】及び【ｈ】の両事案に係るものが13件あり、当該訂

正については上記【ａ】及び【ｆ】においては１件と計上し、上記【ｇ】及び【ｈ】においてはそれ

ぞれの事案に１件ずつ計上している。

２ 厚生労働大臣が行った特例対象者に係る確認等の件数・・・・・・92,538件

３ 特例納付保険料の納付の状況等

（１）特例納付保険料の額の総額・・・・・・・・・・・・・・9,692,374,274円

（２）特例納付保険料の納付を勧奨した件数・・・・・・・・・・・・85,248件

（３）特例納付保険料を納付する旨の申出があった件数・・・・・・・74,306件

（４）特例納付保険料の納付の状況

① 特例納付保険料の納付が行われた件数・・・・・・・・・・・66,260件

② 納付が行われた特例納付保険料の額の総額・・・・・・6,721,073,840円

③ 特例納付保険料の納付が行われていない件数・・・・・・・・26,278件

④ 納付が行われていない特例納付保険料の額の総額

・・・・2,971,300,434円

（５）納付する旨の申出のない事業主を公表した件数・・・・・・・・・9,680件

（６）上記（５）の公表をした後再び特例納付保険料の納付を勧奨した件数

・・・・6,687件

４ 国が負担した特例対象者に係る特例納付保険料相当額の総額等

（１）特例納付保険料相当額を国が負担した件数・・・・・・・・・・・8,594件

（２）国が負担した特例納付保険料相当額の総額・・・・・・・3,717,003,126円

５ 厚生年金基金が行った特例対象加入員に係る確認等の件数・・・・・5,938件

６ 未納掛金等の納付の状況等

（１）未納掛金等の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・151,479,251円

（２）未納掛金等の納付を勧奨した件数・・・・・・・・・・・・・・・3,227件

（３）未納掛金等を納付する旨の申出があった件数・・・・・・・・・・2,454件

（４）未納掛金等の納付の状況

① 未納掛金等の納付が行われた件数・・・・・・・・・・・・・・2,448件

② 納付が行われた未納掛金等の額の総額・・・・・・・・・106,328,544円

③ 未納掛金等の納付が行われていない件数・・・・・・・・・・・・779件

④ 納付が行われていない未納掛金等の額の総額・・・・・・45,150,707円

（５）納付する旨の申出のない事業主を公表した件数・・・・・・・・・・391件
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（６）上記（５）の公表をした後、再び未納掛金等の納付を勧奨した件数

・・・・174件

７ 政府が負担した特例対象加入員に係る未納掛金等相当額の総額等

（１）未納掛金等相当額を政府が負担した件数・・・・・・・・・・・・・375件

（２）政府が負担した未納掛金等相当額の総額・・・・・・・・・20,190,616円

８ 企業年金連合会が行った特例対象解散基金加入員に係る確認等の件数

・・・・525件

９ 特例掛金の納付の状況等

（１）特例掛金の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,911,680円

（２）特例掛金の納付を勧奨した件数・・・・・・・・・・・・・・・・・205件

（３）特例掛金を納付する旨の申出があった件数・・・・・・・・・・・・185件

（４）特例掛金の納付の状況

① 特例掛金の納付が行われた件数・・・・・・・・・・・・・・・・185件

② 納付が行われた特例掛金の額の総額・・・・・・・・・・・4,743,924円

③ 特例掛金の納付が行われていない件数・・・・・・・・・・・・・20件

④ 納付が行われていない特例掛金の額の総額・・・・・・・・1,167,756円

（５）納付する旨の申出のない事業主を公表した件数・・・・・・・・・・15件

（６）上記（５）の公表をした後、再び特例掛金の納付を勧奨した件数

・・・・８件

10 政府が負担した特例対象解散基金加入員に係る特例掛金相当額の総額等

（１）特例掛金相当額を政府が負担した件数・・・・・・・・・・・・・・14件

（２）政府が負担した特例掛金相当額の総額・・・・・・・・・・・1,111,874円
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参考

（参考１）包括的意見

包括的意見とは、総務省年金記録確認第三者委員会がこれまでの調査審議の

結果によるあっせん事案の蓄積を踏まえ、厚年特例法第１条第１項に規定する

「事業主が被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわら

ず、当該被保険者に係る保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない

場合」に該当する事案を年金事務所における実務上の実施可能性にも配慮しつ

つ類型化し、平成23年６月に、総務大臣から厚生労働大臣へ意見として示した

もの（平成23年10月から平成27年６月まで適用）。

（参考２）参照条文

◎ 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成十九

年法律第百三十一号）（抄）

（保険給付等に関する特例等）

第一条 厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第二十八条の四第三項

の規定による諮問に応じた社会保障審議会（同法第百条の九第一項又は第二項

の規定により同法第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局

長又は地方厚生支局長に委任された場合にあっては、同法第百条の九第三項の

規定により読み替えて適用する同法第二十八条の四第三項に規定する地方厚生

局に置かれる政令で定める審議会。以下この項及び第十五条において同じ。）

の調査審議の結果として、同法第二十七条に規定する事業主が、同法第八十四

条第一項又は第二項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実

があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第八十二条第二項の保険料を

納付する義務を履行したことが明らかでない場合（当該保険料（以下「未納保

険料」という。）を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条

の規定による届出若しくは同法第三十一条第一項の規定による確認の請求又は

同法第二十八条の二第一項（同条第二項及び第三項において準用する場合を含

む。次項において同じ。）の規定による訂正の請求があった場合を除き、未納

保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。）に該当する

との社会保障審議会の意見があった場合には、厚生労働大臣は、当該意見を尊

重し、遅滞なく、未納保険料に係る期間を有する者（以下「特例対象者」とい

う。）に係る同法の規定による被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準

報酬月額若しくは標準賞与額の改定若しくは決定（以下この条及び次条におい

て「確認等」という。）を行うものとする。ただし、特例対象者が、当該事業
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主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認め

られる場合には、この限りでない。

２ 前項に定めるもののほか、厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主が、

同法第八十四条第一項又は第二項の規定により被保険者の負担すべき保険料を

控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第八十二条第二

項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合（未納保険料を

徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条の規定による届出若

しくは同法第三十一条第一項の規定による確認の請求又は同法第二十八条の二

第一項の規定による訂正の請求があった場合を除き、未納保険料を徴収する権

利が時効によって消滅している場合に限る。）に該当する場合として厚生労働

省令で定める場合に該当すると認められる場合には、厚生労働大臣は、特例対

象者に係る確認等を行うことができる。ただし、特例対象者が、当該事業主が

当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められ

る場合には、この限りでない。

３ 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令を定め、又は変更しようとするとき

は、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

４ 厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認等を行ったときは、厚生年金保険法

第二十八条の規定により記録した事項の訂正を行うものとする。

５ 前項の訂正が行われた場合における厚生年金保険法第七十五条ただし書の規

定（他の法令において引用し、又は準用する場合を含む。）の適用について

は、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条の

規定による届出があったものとし、厚生労働大臣が確認等を行った特例対象者

の厚生年金保険の被保険者であった期間について同法による保険給付（これに

相当する給付を含む。以下同じ。）を行うものとする。

６～９ （略）

（特例納付保険料の納付等）

第二条 厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行った場合には、当該特例対

象者を使用し、又は使用していた特定事業主（当該特定事業主の事業を承継す

る者及び当該特定事業主であった個人を含む。以下「対象事業主」という。）

は、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料として、未納保険料

に相当する額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができ

る。

２ 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、前項の特例納付保険料（以下「特例

納付保険料」という。）の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得

ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。

３ 第一項の場合において、対象事業主（法人である対象事業主に限る。）に係

る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため前項の規定による
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勧奨を行うことができないときは、当該法人の役員（業務を執行する社員、取

締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称

を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行

役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含

む。）であった者は、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料を

納付することができる。

４ 厚生労働大臣は、第二項の規定による勧奨を行うことができない場合におい

ては、前項の役員であった者に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなけれ

ばならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない

場合は、この限りでない。

５ 厚生労働大臣は、次条の規定による公表を行う前に第二項又は前項の規定に

よる勧奨を行う場合（特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保

険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合にお

いて第二項又は前項の規定による勧奨を行うときを除く。）には、対象事業主

又は第三項の役員であった者に対して、厚生労働大臣が定める期限までに次項

の規定による申出を行わないときは次条の規定による公表を行う旨を、併せて

通知するものとする。

６ 対象事業主又は第三項の役員であった者は、第二項又は第四項の規定による

勧奨を受けた場合には、未納保険料に係るすべての期間に係る特例納付保険料

を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し書

面により申し出ることができる。

７ 対象事業主又は第三項の役員であった者は、前項の規定による申出を行った

場合には、厚生労働大臣が定める納期限までに、同項に規定する特例納付保険

料を納付しなければならない。

８ 前項の場合において、特例納付保険料は、厚生年金保険法の規定の例により

徴収する。

９ 国は、毎年度、厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行った場合（特例

対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行

されたかどうか明らかでないと認められる場合において当該特例対象者に係る

確認等を行ったときを除く。）であって次条（同条第一号ロ又は第二号ロに係

る部分を除く。第一号において同じ。）の規定による公表を行ったときにおい

て、その後に次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特例対象者に係る

特例納付保険料の額に相当する額の総額を負担する。

一 次条の規定による公表を行った後において厚生労働大臣が定める期限まで

に第六項の規定による申出が行われなかった場合（次号の場合を除く。）

二 次のいずれかに該当するとき。

イ 厚生労働省令で定める期限までに第二項の規定による勧奨を行うことが

できない場合（ロに掲げる場合及び第四項の規定による勧奨を行った場合
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を除く。）

ロ イに規定する厚生労働省令で定める期限までに第二項及び第四項の規定

による勧奨を行うことができない場合

10～12 （略）

13 国は、第九項の規定により特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する

額を負担したときは、その負担した金額の限度において、特定事業主が当該特

例対象者に係る厚生年金保険法第二十七条の規定による届出をしなかったこと

又は同法第八十四条第一項若しくは第二項の規定により当該特例対象者の負担

すべき保険料を控除したにもかかわらず当該特例対象者に係る同法第八十二条

第二項の保険料を納付する義務を履行しなかったことに起因する当該特例対象

者が当該特定事業主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得す

る。

（公表）

第三条 厚生労働大臣は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の

適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確

保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その

他第一条第一項及び第二項に規定する場合において厚生労働大臣が講ずる措置

で厚生労働省令で定めるものの結果を、インターネットの利用その他の適切な

方法により随時公表しなければならない。

一 対象事業主に対して前条第二項の規定による勧奨を行った場合（特例対象

者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行さ

れたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項の規定によ

る勧奨を行ったときを除く。）において、イ又はロに掲げる場合に該当する

とき。 当該対象事業主の氏名又は名称

イ 当該対象事業主が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出

を行わなかった場合

ロ 当該対象事業主が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出

を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに特例納付

保険料を納付しない場合

二 前条第三項の役員であった者に対して同条第四項の規定による勧奨を行っ

た場合（特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付

する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条

第四項の規定による勧奨を行ったときを除く。）において、イ又はロに掲げ

る場合に該当するとき。 当該役員であった者（厚生労働省令で定める者を

除く。）の氏名

イ 当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による

申出を行わなかった場合
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ロ 当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による

申出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに特例

納付保険料を納付しない場合

三 イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該対象事業主の氏名又は名称

イ 前条第二項の規定による勧奨を行うことができない場合（ロに掲げる場

合、同条第四項の規定による勧奨を行った場合及び特例対象者に係る厚生

年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどう

か明らかでないと認められる場合において前条第二項の規定による勧奨を

行うことができないときを除く。）

ロ 前条第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができない場合（特

例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務

が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項

及び第四項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。）

（国会への報告）

第十五条 政府は、おおむね六月に一回、国会に、厚生年金保険法第二十八条の

規定により記録した事項の訂正が行われた各事案についての第一条第一項の社

会保障審議会の調査審議及び同条第二項の厚生労働省令で定める場合に該当す

るかしないかの判断の結果の概要（当該事案が、同法第二十七条に規定する事

業主が同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したと認められる

場合、当該事業主が当該義務を履行しなかったと認められる場合又は当該事業

主が当該義務を履行したかどうか明らかでないと認められる場合のいずれに該

当するかに関する事項を含む。）、厚生労働大臣が行った特例対象者に係る第

一条第一項及び第二項に規定する確認等の件数、特例納付保険料の納付の状

況、国が負担した特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額の総額そ

の他この法律の施行の状況についての報告を提出しなければならない。

（機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任）

第十六条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構（以下

「機構」という。）に行わせるものとする。

一 第二条第六項の規定による申出の受理

二 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八

十三条の二の規定による申出の受理及び承認

三 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八

十六条第五項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定によ

る市町村に対する処分の請求

四 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八

十九条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限（国税
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通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第三十六条第一項の規定の例による

納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の

規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規

定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲

げる質問及び検査並びに捜索を除く。）

五 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八

十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法（昭和三十四年法

律第百四十七号）第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四

十二条の規定による捜索

六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

２ 機構は、前項第三号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第五号に

掲げる権限（以下「滞納処分等」という。）その他同項各号に掲げる権限のう

ち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認め

るときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行

使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求

めることができる。

３ 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると

認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係

る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認める

ときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

４ 厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一

項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げ

る権限の行使について準用する。

（財務大臣への権限の委任）

第十七条 厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項

第四号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれ

らの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令

で定めるもの（以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。）に

係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産につ

いて隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため特

例納付保険料及び延滞金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるとき

は、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報そ

の他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他

の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。

２ 厚生年金保険法第百条の五第二項から第七項までの規定は、前項の規定によ

る財務大臣への権限の委任について準用する。
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（機構が行う滞納処分等に係る認可等）

第十八条 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認

可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収

職員に行わせなければならない。

２ 厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機

構が行う滞納処分等について準用する。

（滞納処分等実施規程の認可等）

第十九条 機構は、滞納処分等の実施に関する規程（次項において「滞納処分等

実施規程」という。）を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。

２ 厚生年金保険法第百条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程

の認可及び変更について準用する。

（機構への事務の委託）

第二十一条 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

一 第二条第二項及び第四項の規定による勧奨に係る事務（当該勧奨を除

く。）

二 第二条第五項の規定による通知に係る事務（当該通知を除く。）

三 第二条第八項及び同項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保

険法第八十五条の規定による特例納付保険料の徴収に係る事務（第十六条第

一項第二号から第五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規

定により機構が行う収納、第二条第八項の規定によりその例によるものとさ

れる同法第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める

権限を行使する事務並びに次号及び第六号に掲げる事務を除く。）

四 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八

十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務（当該督促及び督促状

を発すること（督促状の発送に係る事務を除く。）を除く。）

五 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八

十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務（第十六条第

一項第三号から第五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規

定により機構が行う収納、第二条第八項の規定によりその例によるものとさ

れる同法第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める

権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。）

六 第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務

（当該権限を行使する事務を除く。）

七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

２ 厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機
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構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替え

は、政令で定める。

（機構が行う収納）

第二十二条 厚生労働大臣は、会計法（昭和二十二年法律第三十五号）第七条第

一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における特例納付保険料及び延滞

金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。

２ 厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定に

よる機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替

えは、政令で定める。

（情報の提供等）

第二十三条 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところによ

り、特例納付保険料の納付に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関

して必要な情報の提供を行うものとする。

２ 厚生労働大臣及び機構は、特例納付保険料の納付及び厚生労働大臣による公

表が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の

密接な連携の確保に努めるものとする。

◎ 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法

律（平成二十六年法律第六十四号）による改正前の厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律（抄）

（保険給付等に関する特例等）

第一条 国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関

であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うものの調査審議の結

果として、厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第二十七条に規定

する事業主が、同法第八十四条第一項又は第二項の規定により被保険者の負担

すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法

第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合

（当該保険料（以下「未納保険料」という。）を徴収する権利が時効によって

消滅する前に同法第二十七条の規定による届出又は同法第三十一条第一項の規

定による確認の請求があった場合を除き、未納保険料を徴収する権利が時効に

よって消滅している場合に限る。）に該当するとの当該機関の意見があった場

合には、厚生労働大臣は、当該意見を尊重し、遅滞なく、未納保険料に係る期

間を有する者（以下「特例対象者」という。）に係る同法の規定による被保険

者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬月額若しくは標準賞与額の改定若

しくは決定（以下この条及び次条において「確認等」という。）を行うものと
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する。ただし、特例対象者が、当該事業主が当該義務を履行していないことを

知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限りでない。

２ 厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認等を行ったときは、厚生年金保険法

第二十八条の規定により記録した事項の訂正を行うものとする。

３ 前項の訂正が行われた場合における厚生年金保険法第七十五条ただし書の規

定（他の法令において引用し、又は準用する場合を含む。）の適用について

は、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条の

規定による届出があったものとし、厚生労働大臣が確認等を行った特例対象者

の厚生年金保険の被保険者であった期間について同法による保険給付（これに

相当する給付を含む。以下同じ。）を行うものとする。

４～７ （略）

（特例納付保険料の納付等）

第二条 厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行った場合には、当該特例対

象者を使用し、又は使用していた前条第一項の事業主（当該事業主の事業を承

継する者及び当該事業主であった個人を含む。以下「対象事業主」という。）

は、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料として、未納保険料

に相当する額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができ

る。

２ 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、前項の特例納付保険料（以下「特例

納付保険料」という。）の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得

ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。

３ 第一項の場合において、対象事業主（法人である対象事業主に限る。）に係

る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため前項の規定による

勧奨を行うことができないときは、当該法人の役員（業務を執行する社員、取

締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称

を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行

役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含

む。）であった者は、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料を

納付することができる。

４ 厚生労働大臣は、第二項の規定による勧奨を行うことができない場合におい

ては、前項の役員であった者に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなけれ

ばならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない

場合は、この限りでない。

５ 厚生労働大臣は、次条の規定による公表を行う前に第二項又は前項の規定に

よる勧奨を行う場合（特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保

険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合にお

いて第二項又は前項の規定による勧奨を行うときを除く。）には、対象事業主
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又は第三項の役員であった者に対して、厚生労働大臣が定める期限までに次項

の規定による申出を行わないときは次条の規定による公表を行う旨を、併せて

通知するものとする。

６ 対象事業主又は第三項の役員であった者は、第二項又は第四項の規定による

勧奨を受けた場合には、未納保険料に係るすべての期間に係る特例納付保険料

を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し書

面により申し出ることができる。

７ 対象事業主又は第三項の役員であった者は、前項の規定による申出を行った

場合には、厚生労働大臣が定める納期限までに、同項に規定する特例納付保険

料を納付しなければならない。

８ 前項の場合において、特例納付保険料は、厚生年金保険法の規定の例により

徴収する。

９ 国は、毎年度、厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行った場合（特例

対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行

されたかどうか明らかでないと認められる場合において当該特例対象者に係る

確認等を行ったときを除く。）であって次条（同条第一号ロ又は第二号ロに係

る部分を除く。第一号において同じ。）の規定による公表を行ったときにおい

て、その後に次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特例対象者に係る

特例納付保険料の額に相当する額の総額を負担する。

一 次条の規定による公表を行った後において厚生労働大臣が定める期限まで

に第六項の規定による申出が行われなかった場合（次号の場合を除く。）

二 次のいずれかに該当するとき。

イ 厚生労働省令で定める期限までに第二項の規定による勧奨を行うことが

できない場合（ロに掲げる場合及び第四項の規定による勧奨を行った場合

を除く。）

ロ イに規定する厚生労働省令で定める期限までに第二項及び第四項の規定

による勧奨を行うことができない場合

10～12 （略）

13 国は、第九項の規定により特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する

額を負担したときは、その負担した金額の限度において、前条第一項の事業主

が当該特例対象者に係る厚生年金保険法第二十七条の規定による届出をしなか

ったこと又は同法第八十四条第一項若しくは第二項の規定により当該特例対象

者の負担すべき保険料を控除したにもかかわらず当該特例対象者に係る同法第

八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行しなかったことに起因する当該

特例対象者が当該事業主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得

する。
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（公表）

第三条 厚生労働大臣は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の

適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確

保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その

他第一条第一項に規定する場合において厚生労働大臣が講ずる措置で厚生労働

省令で定めるものの結果を、インターネットの利用その他の適切な方法により

随時公表しなければならない。

一 対象事業主に対して前条第二項の規定による勧奨を行った場合（特例対象

者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行さ

れたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項の規定によ

る勧奨を行ったときを除く。）において、イ又はロに掲げる場合に該当する

とき。 当該対象事業主の氏名又は名称

イ 当該対象事業主が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出

を行わなかった場合

ロ 当該対象事業主が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出

を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに特例納付

保険料を納付しない場合

二 前条第三項の役員であった者に対して同条第四項の規定による勧奨を行っ

た場合（特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付

する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条

第四項の規定による勧奨を行ったときを除く。）において、イ又はロに掲げ

る場合に該当するとき。 当該役員であった者（厚生労働省令で定める者を

除く。）の氏名

イ 当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による

申出を行わなかった場合

ロ 当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による

申出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに特例

納付保険料を納付しない場合

三 イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該対象事業主の氏名又は名称

イ 前条第二項の規定による勧奨を行うことができない場合（ロに掲げる場

合、同条第四項の規定による勧奨を行った場合及び特例対象者に係る厚生

年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどう

か明らかでないと認められる場合において前条第二項の規定による勧奨を

行うことができないときを除く。）

ロ 前条第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができない場合（特

例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務

が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項

及び第四項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。）
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（国会への報告）

第十五条 政府は、おおむね六月に一回、国会に、厚生年金保険法第二十八条の

規定により記録した事項の訂正が行われた各事案についての第一条第一項に規

定する機関が行った調査審議の結果の概要（当該事案が、同項の事業主が同法

第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したと認められる場合、当該

事業主が当該義務を履行しなかったと認められる場合又は当該事業主が当該義

務を履行したかどうか明らかでないと認められる場合のいずれに該当するかに

関する事項を含む。）、厚生労働大臣が行った特例対象者に係る第一条第一項

に規定する確認等の件数、特例納付保険料の納付の状況、国が負担した特例対

象者に係る特例納付保険料の額に相当する額の総額その他この法律の施行の状

況についての報告を提出しなければならない。

（機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任）

第十六条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構（以下

「機構」という。）に行わせるものとする。

一 第二条第六項の規定による申出の受理

二 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八

十三条の二の規定による申出の受理及び承認

三 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八

十六条第五項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定によ

る市町村に対する処分の請求

四 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八

十九条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限（国税

通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第三十六条第一項の規定の例による

納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の

規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規

定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲

げる質問及び検査並びに捜索を除く。）

五 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八

十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法（昭和三十四年法

律第百四十七号）第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四

十二条の規定による捜索

六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

２ 機構は、前項第三号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第五号に

掲げる権限（以下「滞納処分等」という。）その他同項各号に掲げる権限のう

ち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認め

るときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行
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使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求

めることができる。

３ 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると

認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係

る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認める

ときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

４ 厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一

項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げ

る権限の行使について準用する。

（財務大臣への権限の委任）

第十七条 厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項

第四号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれ

らの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令

で定めるもの（以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。）に

係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産につ

いて隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため特

例納付保険料及び延滞金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるとき

は、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報そ

の他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他

の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。

２ 厚生年金保険法第百条の五第二項から第七項までの規定は、前項の規定によ

る財務大臣への権限の委任について準用する。

（機構が行う滞納処分等に係る認可等）

第十八条 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認

可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収

職員に行わせなければならない。

２ 厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機

構が行う滞納処分等について準用する。

（滞納処分等実施規程の認可等）

第十九条 機構は、滞納処分等の実施に関する規程（次項において「滞納処分等

実施規程」という。）を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。

２ 厚生年金保険法第百条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程

の認可及び変更について準用する。
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（機構への事務の委託）

第二十一条 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

一 第二条第二項及び第四項の規定による勧奨に係る事務（当該勧奨を除

く。）

二 第二条第五項の規定による通知に係る事務（当該通知を除く。）

三 第二条第八項及び同項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保

険法第八十五条の規定による特例納付保険料の徴収に係る事務（第十六条第

一項第二号から第五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規

定により機構が行う収納、第二条第八項の規定によりその例によるものとさ

れる同法第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める

権限を行使する事務並びに次号及び第六号に掲げる事務を除く。）

四 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八

十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務（当該督促及び督促状

を発すること（督促状の発送に係る事務を除く。）を除く。）

五 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八

十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務（第十六条第

一項第三号から第五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規

定により機構が行う収納、第二条第八項の規定によりその例によるものとさ

れる同法第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める

権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。）

六 第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務

（当該権限を行使する事務を除く。）

七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

２ 厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機

構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替え

は、政令で定める。

（情報の提供等）

第二十三条 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところによ

り、特例納付保険料の納付に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関

して必要な情報の提供を行うものとする。

２ 厚生労働大臣及び機構は、特例納付保険料の納付及び厚生労働大臣による公

表が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の

密接な連携の確保に努めるものとする。
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◎ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を

改正する法律（平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」と

いう。）附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（抄）

（厚生年金基金による老齢年金給付に関する特例等）

第四条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一

部を改正する法律（平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正

法」という。）附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金（以下「基

金」という。）の設立事業所の事業主であって、政府管掌年金事業等の運営の

改善のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十四

号。以下「平成二十六年改正法」という。）第五条の規定による改正後の第一

条第八項の通知を受けたもの又は平成二十六年改正法第五条の規定による改正

後の第一条第九項の公告をされたものが、平成二十五年改正法附則第五条第一

項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条

の規定による改正前の厚生年金保険法（以下「改正前厚生年金保険法」とい

う。）第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十四条

第一項又は第二項の規定により加入員の負担すべき掛金を控除した事実がある

にもかかわらず、当該加入員に係る平成二十五年改正法附則第五条第一項の規

定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九

条第四項の掛金を納付する義務を履行したことが明らかでない場合（当該掛金

（免除保険料（当該掛金の算定の基礎となる期間に係る標準報酬月額及び標準

賞与額に当該期間に係る平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりな

おその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項

に規定する免除保険料率を乗じて得た額をいう。）に相当する部分に限る。以

下「未納掛金」という。）を徴収する権利について平成二十五年改正法附則第

五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保

険法第百七十条第一項に規定する時効の期間が経過する前に平成二十五年改正

法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚

生年金保険法第百二十八条の規定による届出があった場合を除き、未納掛金を

徴収する権利について同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改

正前厚生年金保険法第百七十条第一項に規定する時効の期間が経過している場

合に限る。）には、基金は、遅滞なく、未納掛金に係る期間を有する者（以下

「特例対象加入員」という。）に係る加入員の資格の取得及び喪失の確認（以

下この条及び次条において「確認」という。）又は平成二十五年改正法附則第

五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保

険法第百二十九条第五項の規定による標準給与の改定若しくは決定（以下この
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条及び次条において「改定等」という。）を行うものとする。ただし、特例対

象加入員が、当該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得

る状態であったと認められる場合には、この限りでない。

２～６ （略）

（未納掛金の納付等）

第五条 基金が特例対象加入員に係る確認又は改定等を行った場合には、当該特

例対象加入員を使用し、又は使用していた前条第一項に規定する事業主（当該

事業主の事業を承継する者（当該基金の設立事業所の事業主であるものを除

く。以下この項において「事業承継事業主」という。）及び当該事業主であっ

た個人を含む。以下「対象設立事業主」という。）は、厚生労働省令で定める

ところにより、未納掛金（事業承継事業主については、未納掛金に相当する

額。次項及び次条第一項第一号ロにおいて同じ。）を納付することができる。

２ 基金は、対象設立事業主に対して、未納掛金の納付を勧奨しなければならな

い。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、

この限りでない。

３ 第一項の場合において、対象設立事業主（法人である対象設立事業主に限

る。）に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため前項の

規定による勧奨を行うことができないときは、当該法人の役員（業務を執行す

る社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他い

かなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取

締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる

者を含む。）であった者は、厚生労働省令で定めるところにより、未納掛金に

相当する額を納付することができる。

４ 基金は、第二項の規定による勧奨を行うことができない場合においては、前

項の役員であった者に対して、未納掛金に相当する額の納付を勧奨しなければ

ならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場

合は、この限りでない。

５ 基金は、次条第一項の規定による公表を行う前に第二項又は前項の規定によ

る勧奨を行う場合（特例対象加入員に係る平成二十五年改正法附則第五条第一

項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百

三十九条第四項の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認

められる場合において第二項又は前項の規定による勧奨を行うときを除く。）

には、対象設立事業主又は第三項の役員であった者に対して、基金が定める期

限までに次項の規定による申出を行わないときは次条第一項の規定による公表

を行う旨を、併せて通知するものとする。

６ 対象設立事業主又は第三項の役員であった者は、第二項又は第四項の規定に

よる勧奨を受けた場合には、前条第一項の未納掛金に係る期間のすべての期間



－27－

に係る未納掛金又は未納掛金に相当する額（以下この条において「未納掛金

等」という。）を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、基金に

対し書面により申し出ることができる。

７ 対象設立事業主又は第三項の役員であった者は、前項の規定による申出を行

った場合には、基金が定める納期限までに、同項に規定する未納掛金等を納付

しなければならない。

８ 前項の場合において、未納掛金に相当する額は、基金の掛金の例により徴収

する。

９ 政府は、毎年度、基金が特例対象加入員に係る確認又は改定等を行った場合

（特例対象加入員に係る平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりな

おその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第四項の

掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合にお

いて当該特例対象加入員に係る確認又は改定等を行ったときを除く。）であっ

て次条第一項（同項第一号ロ又は第二号ロに係る部分を除く。第一号において

同じ。）の規定による公表を行ったときにおいて、その後に次の各号に掲げる

場合に該当するときは、当該特例対象加入員に係る未納掛金等の額に相当する

額の総額を、当該基金に対し交付する。

一 次条第一項の規定による公表を行った後において基金が定める期限までに

第六項の規定による申出が行われなかった場合（次号の場合を除く。）

二 次のいずれかに該当するとき。

イ 厚生労働省令で定める期限までに第二項の規定による勧奨を行うことが

できない場合（ロに掲げる場合及び第四項の規定による勧奨を行った場合

を除く。）

ロ イに規定する厚生労働省令で定める期限までに第二項及び第四項の規定

による勧奨を行うことができない場合

10・11 （略）

12 政府は、第九項の規定により特例対象加入員に係る未納掛金の額に相当する

額を交付したときは、その交付した金額の限度において、前条第一項に規定す

る事業主が当該特例対象加入員に係る平成二十五年改正法附則第五条第一項の

規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十

八条の規定による届出をしなかったこと又は同項の規定によりなおその効力を

有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用す

る改正前厚生年金保険法第八十四条第一項若しくは第二項の規定により当該特

例対象加入員の負担すべき掛金を控除したにもかかわらず当該特例対象加入員

に係る平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第四項の掛金を納付する義

務を履行しなかったことに起因する当該特例対象加入員が当該事業主に対して

有する金銭の給付を目的とする請求権を取得する。
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13 （略）

（公表）

第六条 基金は、基金の事業の適正な運営及び厚生年金保険制度に対する国民の

信頼の確保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める

事項その他第四条第一項に規定する場合において基金が講ずる措置で厚生労働

省令で定めるものの結果を、インターネットの利用その他の適切な方法により

随時公表しなければならない。

一 対象設立事業主に対して前条第二項の規定による勧奨を行った場合（特例

対象加入員に係る平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第四項の掛

金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合にお

いて前条第二項の規定による勧奨を行ったときを除く。）において、イ又は

ロに掲げる場合に該当するとき。 当該対象設立事業主の氏名又は名称

イ 当該対象設立事業主が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による

申出を行わなかった場合

ロ 当該対象設立事業主が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による

申出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに未納

掛金を納付しない場合

二 前条第三項の役員であった者に対して同条第四項の規定による勧奨を行っ

た場合（特例対象加入員に係る平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定

によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九

条第四項の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認めら

れる場合において前条第四項の規定による勧奨を行ったときを除く。）にお

いて、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該役員であった者（厚生

労働省令で定める者を除く。）の氏名

イ 当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による

申出を行わなかった場合

ロ 当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による

申出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに未納

掛金に相当する額を納付しない場合

三 イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該対象設立事業主の氏名又は

名称

イ 前条第二項の規定による勧奨を行うことができない場合（ロに掲げる場

合、同条第四項の規定による勧奨を行った場合及び特例対象加入員に係る

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有する

ものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第四項の掛金を納付する

義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第
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二項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。）

ロ 前条第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができない場合（特

例対象加入員に係る平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりな

おその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第四

項の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる

場合において前条第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができな

いときを除く。）

２ （略）

（基金等への情報提供）

第十条 厚生労働大臣は、基金に対し、基金の設立事業所（平成二十五年改正法

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生

年金保険法第百二十九条第二項の適用事業所を含む。）の事業主であって、平

成二十六年改正法第五条の規定による改正後の第一条第八項の通知を行ったも

の又は平成二十六年改正法第五条の規定による改正後の第一条第九項の公告を

したものの名称及び所在地その他必要な情報を提供するものとする。

◎ 平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有

するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（抄）

（企業年金連合会による老齢年金給付に関する特例等）

第七条 解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険

法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五

年改正法」という。）附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金（以下「基

金」という。）の設立事業所の事業主であって、政府管掌年金事業等の運営の

改善のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十四

号。以下「平成二十六年改正法」という。）第五条の規定による改正後の第一

条第八項の通知を受けたもの又は平成二十六年改正法第五条の規定による改正

後の第一条第九項の公告をされたものが、平成二十五年改正法附則第五条第一

項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条

の規定による改正前の厚生年金保険法（以下「改正前厚生年金保険法」とい

う。）第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十四条

第一項又は第二項の規定により解散した基金の解散基金加入員（平成二十五年

改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた

改正前厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員をいう。

以下この項において同じ。）の負担すべき掛金を控除した事実があるにもかか

わらず、当該解散基金加入員に係る平成二十五年改正法附則第五条第一項の規
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定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九

条第四項の掛金を納付する義務を履行したことが明らかでない場合（未納掛金

を徴収する権利について平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりな

おその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十条第一項に規

定する時効の期間が経過する前に平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定

によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十八条

の規定による届出があった場合を除き、未納掛金を徴収する権利について同項

の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七

十条第一項に規定する時効の期間が経過している場合に限る。）には、平成二

十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会（以下「連合会」とい

う。）は、遅滞なく、未納掛金に係る期間を有する者（以下「特例対象解散基

金加入員」という。）に係る加入員の資格の取得及び喪失の確認又は標準給与

の改定若しくは決定（以下この条及び次条において「確認等」という。）を行

うものとする。ただし、特例対象解散基金加入員が、当該事業主が当該義務を

履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合に

は、この限りでない。

２～５ （略）

（特例掛金の納付等）

第八条 連合会が特例対象解散基金加入員に係る確認等を行った場合には、当該

特例対象解散基金加入員を使用し、又は使用していた前条第一項に規定する事

業主（当該事業主の事業を承継する者及び当該事業主であった個人を含む。以

下「解散した基金の対象設立事業主」という。）は、厚生労働省令で定めると

ころにより、特例掛金として、未納掛金に相当する額を納付することができ

る。

２ 連合会は、解散した基金の対象設立事業主に対して、前項の特例掛金（以下

「特例掛金」という。）の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得

ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。

３ 第一項の場合において、解散した基金の対象設立事業主（法人である解散し

た基金の対象設立事業主に限る。）に係る事業が廃止されているときその他や

むを得ない事情のため前項の規定による勧奨を行うことができないときは、当

該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を

いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に

対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の

支配力を有すると認められる者を含む。）であった者は、厚生労働省令で定め

るところにより、特例掛金を納付することができる。

４ 連合会は、第二項の規定による勧奨を行うことができない場合においては、

前項の役員であった者に対して、特例掛金の納付を勧奨しなければならない。
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ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この

限りでない。

５ 連合会は、次条第一項の規定による公表を行う前に第二項又は前項の規定に

よる勧奨を行う場合（特例対象解散基金加入員に係る平成二十五年改正法附則

第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金

保険法第百三十九条第四項の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らか

でないと認められる場合において第二項又は前項の規定による勧奨を行うとき

を除く。）には、解散した基金の対象設立事業主又は第三項の役員であった者

に対して、連合会が定める期限までに次項の規定による申出を行わないときは

次条第一項の規定による公表を行う旨を、併せて通知するものとする。

６ 解散した基金の対象設立事業主又は第三項の役員であった者は、第二項又は

第四項の規定による勧奨を受けた場合には、未納掛金に係るすべての期間に係

る特例掛金を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に対

し書面により申し出ることができる。

７ 解散した基金の対象設立事業主又は第三項の役員であった者は、前項の規定

による申出を行った場合には、連合会が定める納期限までに、同項に規定する

特例掛金を納付しなければならない。

８ 前項の場合において、特例掛金は、基金の掛金の例により徴収する。

９ 政府は、毎年度、連合会が特例対象解散基金加入員に係る確認等を行った場

合（特例対象解散基金加入員に係る平成二十五年改正法附則第五条第一項の規

定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九

条第四項の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められ

る場合において当該特例対象解散基金加入員に係る確認等を行ったときを除

く。）であって次条第一項（同項第一号ロ又は第二号ロに係る部分を除く。第

一号において同じ。）の規定による公表を行ったときにおいて、その後に次の

各号に掲げる場合に該当するときは、当該特例対象解散基金加入員に係る特例

掛金の額に相当する額の総額を、連合会に対し交付する。

一 次条第一項の規定による公表を行った後において連合会が定める期限まで

に第六項の規定による申出が行われなかった場合（次号の場合を除く。）

二 次のいずれかに該当するとき。

イ 厚生労働省令で定める期限までに第二項の規定による勧奨を行うことが

できない場合（ロに掲げる場合及び第四項の規定による勧奨を行った場合

を除く。）

ロ イに規定する厚生労働省令で定める期限までに第二項及び第四項の規定

による勧奨を行うことができない場合

10・11 （略）

12 政府は、第九項の規定により特例対象解散基金加入員に係る特例掛金の額に

相当する額を交付したときは、その交付した金額の限度において、前条第一項
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に規定する事業主が当該特例対象解散基金加入員に係る平成二十五年改正法附

則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年

金保険法第百二十八条の規定による届出をしなかったこと又は同項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十一条第一

項において準用する改正前厚生年金保険法第八十四条第一項若しくは第二項の

規定により当該特例対象解散基金加入員の負担すべき掛金を控除したにもかか

わらず当該特例対象解散基金加入員に係る平成二十五年改正法附則第五条第一

項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百

三十九条第四項の掛金を納付する義務を履行しなかったことに起因する当該特

例対象解散基金加入員が当該事業主に対して有する金銭の給付を目的とする請

求権を取得する。

13 （略）

（公表）

第九条 連合会は、基金の事業の適正な運営及び厚生年金保険制度に対する国民

の信頼の確保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定め

る事項その他第七条第一項に規定する場合において連合会が講ずる措置で厚生

労働省令で定めるものの結果を、インターネットの利用その他の適切な方法に

より随時公表しなければならない。

一 解散した基金の対象設立事業主に対して前条第二項の規定による勧奨を行

った場合（特例対象解散基金加入員に係る平成二十五年改正法附則第五条第

一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第百三十九条第四項の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでな

いと認められる場合において前条第二項の規定による勧奨を行ったときを除

く。）において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該解散した基

金の対象設立事業主の氏名又は名称

イ 当該解散した基金の対象設立事業主が前条第五項の期限までに同条第六

項の規定による申出を行わなかった場合

ロ 当該解散した基金の対象設立事業主が前条第五項の期限までに同条第六

項の規定による申出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納

期限までに特例掛金を納付しない場合

二 前条第三項の役員であった者に対して同条第四項の規定による勧奨を行っ

た場合（特例対象解散基金加入員に係る平成二十五年改正法附則第五条第一

項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第

百三十九条第四項の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでない

と認められる場合において前条第四項の規定による勧奨を行ったときを除

く。）において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該役員であっ

た者（厚生労働省令で定める者を除く。）の氏名
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イ 当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による

申出を行わなかった場合

ロ 当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による

申出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに特例

掛金を納付しない場合

三 イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該解散した基金の対象設立事

業主の氏名又は名称

イ 前条第二項の規定による勧奨を行うことができない場合（ロに掲げる場

合、同条第四項の規定による勧奨を行った場合及び特例対象解散基金加入

員に係る平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力

を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第四項の掛金を

納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合におい

て前条第二項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。）

ロ 前条第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができない場合（特

例対象解散基金加入員に係る平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定

によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十

九条第四項の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認

められる場合において前条第二項及び第四項の規定による勧奨を行うこと

ができないときを除く。）

２ （略）

（基金等への情報提供）

第十条 厚生労働大臣は、連合会に対し、基金の設立事業所（平成二十五年改正

法附則第五条第一項の規定によりなおその効力有するものとされた改正前厚生

年金保険法第百二十九条第二項の適用事業所を含む。）の事業主であって、平

成二十六年改正法第五条の規定による改正後の第一条第八項の通知を行ったも

の又は平成二十六年改正法第五条の規定による改正後の第一条第九項の公告を

したものの名称及び所在地その他必要な情報を提供するものとする。

◎ 平成二十五年改正法附則第百四十一条第三項の規定によりなおその効力を有

するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（抄）

（機構への事務の委託）

第二十一条 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

一～五 （略）

六 第十条の規定による情報の提供に係る事務（当該情報の提供を除く。）

七・八 （略）
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２ （略）






